
給食施設における
衛生管理

令和7年12月１５日（月）

岡山県備前保健所衛生課
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今日の内容

1 .食中毒統計について

2.給食施設における食中毒発生状況

3.給食施設関係のメディア情報まとめ

4.過去の指導事項

5.ふきとり検査について

6.連絡事項
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食中毒発生状況（全国）
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事件数 患者数 死者数

R４年 962 6,856 5 

R５年 1,021 11,803 4 

R６年 1,037 14,229 ３

出典：厚生労働省「食中毒統計調査」
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岡山県内の食中毒発生状況（R6年）

9出典：岡山県生活衛生課ホームページ



岡山県内の食中毒発生状況（R7年）

10出典：岡山県生活衛生課ホームページ

Ｒ7．１2．０1時点
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給食施設における食中毒発生状況
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・厚生労働省「食中毒統計調査」から抽出

・給食施設（学校、事業所、病院）で発生し
た食中毒件数を取りまとめ

・期間は６年間分（R1（H31）～R6年）

・給食施設で特に注意していただきたい食
中毒について



単独調理場 共同調理場 その他※

ウイルス 3(1) 3
ノロウイルス 3(1) 3
細菌 10(2) 30(3)
ウエルシュ菌 2 11(1)
カンピロバクター 3 12(1)
サルモネラ属菌 3(2) 1
その他の病原大腸菌 3(1)
ぶどう球菌 1 3
腸管出血性大腸菌 1
化学物質 5(2) 3(1)
ヒスタミン 5(2) 3(1)
自然毒 6(1)
植物性自然毒 6(1)
不明 1(1)

総計 18(5) 3(1) 40(5)

食中毒発生状況【学校】
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※その他：寄宿舎、
調理実習等



食中毒発生状況【保育所】
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保育所
ウイルス 10(2)
ノロウイルス 10(2)
細菌 11
カンピロバクター 4
サルモネラ属菌 7
化学物質 10
ヒスタミン 8
化学物質 2
自然毒 1
植物性自然毒 1
その他 1

総計 33(2)



食中毒発生状況【老人ホーム】
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老人ホーム
ウイルス 31(14)
ノロウイルス 30(14)
ロタウイルス 1
細菌 66(14)
ウエルシュ菌 44(12)
カンピロバクター 4
サルモネラ属菌 7(1)
セレウス菌 1
その他の病原大腸菌 1
ぶどう球菌 9(1)
寄生虫 1(1)
クドア 1(1)
化学物質 1
銅 1
不明 2

総計 101(29)



食中毒発生状況【病院】
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病院

ウイルス 11(2)

ノロウイルス 11(2)

細菌 18(4)

ウエルシュ菌 10(2)

カンピロバクター 1

サルモネラ属菌 3(1)

ぶどう球菌 4(1)

総計 29(6)



分類 主な原因 特徴

細菌 ウエルシュ菌 カレーやシチューなど、大鍋での
煮込み料理が主な原因

腸管出血大腸菌 幼児や高齢者の方は重症化しやす
く注意が必要

サルモネラ属菌 卵料理や食肉などが主な原因

黄色ブドウ球菌 手指の傷口から汚染した、おにぎ
りや握り寿司が主な原因

ウイルス ノロウイルス 冬季に発生のピークを迎える
感染力が非常に強く、二枚貝に限
らずあらゆる食品が原因

化学物質 ヒスタミン ヒスタミンは新鮮でない赤身魚
（サバ、まぐろ、かつおなど）で
増殖し、食中毒の原因となる

給食施設で特に注意すべき主な食中毒
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出典：公益社団法人日本食品衛生協会 「新訂 食品衛生責任者ハンドブック 第２版」 18

ウエルシュ菌



出典：公益社団法人日本食品衛生協会 「新訂 食品衛生責任者ハンドブック 第２版」 19

腸管出血性大腸菌



出典：公益社団法人日本食品衛生協会 「新訂 食品衛生責任者ハンドブック 第２版」 20

サルモネラ菌



出典：公益社団法人日本食品衛生協会 「新訂 食品衛生責任者ハンドブック 第２版」 21

黄色ブドウ球菌



出典：公益社団法人日本食品衛生協会 「新訂 食品衛生責任者ハンドブック 第２版」 22

ノロウイルス



出典：公益社団法人日本食品衛生協会 「新訂 食品衛生責任者ハンドブック 第２版」 23

ヒスタミン
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給食施設関係のメディア情報まとめ
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・「国立医薬品食品衛生研究所 安全情報
部」食中毒関連メディア情報より抽出

・給食施設（学校、事業所、病院）が取り上
げられた全国の報道（テレビ、新聞記事）を
取りまとめ

・期間は令和7年４月～７月中旬まで（約３
カ月間）
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期間：R7年4月～7月中旬（約3か月）

学校
保育
施設

福祉
施設

病院

異物混入

硬質異物
金属、硬質ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ、ガラス

32

軟質異物
ビニール、ラップ、スポン
ジ、虫、たばこ巻紙、カビ

9 2

アレルギー事故 3 2

食中毒 1 1 11

その他 13 3

計 58 8 11 0

給食施設関係のメディア情報まとめ
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その他

・牛乳が苦い。

・肉の納入業者が産地偽装

・教員が誤って漂白剤が入った水を児童に提供

・給食提供前に異物混入可能性を発見、給食の

 提供を中止

・新しい給食センター完成

・異物混入特集

・アレルギー特集,食物アレルギーを持つ生徒3.8％

・研修記事。異物混入０へ
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・異物混入記事が多いが、健康被害は見当たらず。

・異物混入時の対応を決めていると思うので、再度

 確認しておくこと。（中止の判断は？連絡先は？）

・異物の種類によっても対応は異なる。

・アレルギー事故は命に係わる事もあるので、細心

 の注意を。調理場だけでなく、納入業者、担任教師

 達の理解も必要。

給食施設関係のメディア情報まとめ



異物混入について
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【硬質異物】

・金属片、ガラス片、硬質プラスチック等

・けがの原因となる

・HACCPにおいて「物理的危害」

【軟質異物】

・毛髪、手袋、ビニール片、スポンジ、虫等

・けがの原因とならない

・衛生、品質上は問題だが、「危害」にはならない

対応は分けて考えるべき
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給食施設での指摘事項

調理から喫食まで長時間常温保管している

◆調理から喫食まで30分以上かかる場合は、
食中毒菌の増殖を抑制するため、10℃以下又は
65℃以上で保管できるよう、温蔵庫・冷蔵庫・保

   温食器等を使用しましょう。
◆調理後2時間以内の喫食を目標に作業工程を見
直しましょう。

喫食直前の食品の温度を確認してみましょう。
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給食施設での指摘事項
管理基準が不明瞭

◆冷蔵庫の温度は何度以下？
加熱温度は何度以上？
根拠に基づきルールを決め、従事者に周知して
おきましょう。

◆記録用紙にも管理基準（○℃以上等）を記載してお
きましょう。

◆基準を逸脱した時の対応も決めて、記録用紙に記
載したり、文書にしたりして、従事者に周知してお
きましょう。

管理基準逸脱時には、対応記録も残しましょう。
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給食施設での指摘事項

記録の取り方が人によって違う

◆ルールは決まっていますか？
ルールは周知されていますか？

◆新人教育の際に、記録方法をしっかり教育しま
しょう。

◆担当者が休みの時は、代わりの人が同じように
記録できるよう教育をしておきましょう。

責任者チェックの際に、確認しましょう
定期的に、従事者教育を行いましょう
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ふきとり検査について

①手洗い設備のレバーやハンドル
②食品に直接触れる機械（コンベアベルト、ホッパー等）
③冷蔵庫等の取っ手やスチコンのスイッチ
④食品が直接触れる調理器具（包丁、まな板、ザル等）
⑤作業台
⑥その他（トイレや出入口のドアノブ、アルコールス
プレー、記録用のペン等）

◆ふきとり検査を行う理由
施設の衛生状態を数値で確認するため。

◆ふきとり箇所
手で触れることが多い箇所、食材が直接触れる箇所
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検査項目

生菌数
細菌汚染の程度を表し、衛生的な取り扱いがされているかの指標と
なります。生菌数が多い場合は、食品の衛生的な取扱いが悪かった
り、常温で放置されていた時間が長かったりしたことを示しています。

大腸菌
群

環境から受けた汚染の指標となるものです。
大腸菌群が陽性の場合は、原材料の加熱不足や不衛生な手指等で
の取り扱いによる加熱後の二次汚染の可能性があります。加熱した
食品に、後で生野菜等を加えると、陽性となることがあります。

E.ｃoli

E.ｃoliが陽性の場合は、大腸菌群陽性の場合より、更に不潔な取り
扱いを受けた可能性が高いことを示しています。
加熱・未加熱の食品を問わず、「陰性」となることが望ましいです。
検査結果が「陽性」の場合は、早急に衛生面の改善が必要です。

黄色ブド
ウ球菌

食中毒を引き起こす菌で、手指の傷口やヒトの鼻などにみられます。
手に傷がある場合は衛生手袋を着用し、鼻や傷口を触った場合は手
洗いを徹底する等、菌を「つけない」対策を講じましょう。
「陰性」であることが望ましいです。

サルモネ
ラ属菌

食中毒を引き起こす菌で、食肉や鶏卵などに付着していることがあり
ます。十分に加熱をすることで、死滅します。
少量でも食中毒を起こすので、「陰性」である必要があります。
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ふきとり検査結果
◆ふきとり検査結果に基準はない
◆生菌数

105以上は注意
◆大腸菌群・大腸菌
原材料エリアには存在する可能性あり
洗浄後の機械器具、盛付エリアでは陰性が望ましい

◆黄色ブドウ球菌・サルモネラ
陰性が望ましい
食品から検出されると食中毒の危険あり

保健所が実施するふき取り検査で、給食施設にお
いて、危険レベルの菌が検出されたことは、ほとん
どありません。
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連絡事項（営業届）

給食の
提供方法

改
正
後
の
手
続
区
分

許

可

届

出

手
続
不
要

外部委託して
食事を提供
する場合

許可が必要

届出の手続が
必要

手続は不要
「食品衛生申請等システム」

から
オンラインで手続き可能

１回につき20食
以上の食事を提供

する場合

１回につき20食
未満の食事を提
供する場合
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連絡事項（営業届）

次のような場合、変更届が必要です

◆営業者・届出者名が変わった
（法人の名称の変更）

◆営業者・届出者名の住所が変わった
（法人の本社所在地の変更）

◆法人の場合、代表者が変わった
◆食品衛生責任者が変わった
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連絡事項（営業届）

次のような場合、変更届が必要です

◆営業者・届出者名が変わった
（法人の名称の変更）

◆営業者・届出者名の住所が変わった
（法人の本社所在地の変更）

◆法人の場合、代表者が変わった
◆食品衛生責任者が変わった

✓届出内容の確認を！
✓ 変更があった場合は、変更届を提出し
てください！

✓ 担当者が変更していることもあります
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連絡事項（営業届）
「食品衛生申請等システム 厚労省」で検索

ここをクリックしたら
ログイン画面に切り
替わります
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これから寒くなります
ノロウイルス食中毒にも
十分注意してください！！
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